
 (№16製)  

労基法第 96条の 2に基づく計画の届出 

事 業 附 属 寄 宿 舎 事 前 審 査 書 
（事業附属寄宿舎規程第 3条の 2） 
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項目 記載事項 
事業内 

審査結果 

※労基署 

審査結果 

計画の概要 

(1) 設置場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面   

(2) 建築物の各階の平面図、断面図   

(3) 賃貸契約の当事者及び期間、修繕・改築・増築の権限を有する者及び

その費用を負担する者を明らかにする書面（他人が所有する場合） 
  

設置場所 

□爆発物等の危険性          □窯炉附近 

□湿潤な場所、出水時浸水のおそれ   □雪崩・土砂崩壊の危険性 

□ガス・蒸気・粉じん、騒音・振動等の衛生上の問題 

□病原体の危険性           □男女の区分け 

  

寝室 

□三階以上でない（建基法の耐火構造、防火設備に該当時、適用外） 

□延 1,000㎡以内／棟（超の場合、防火壁） 

□居住人員 16人以下／室       □天井高 2.1ｍ以上 

□各室の居住面積 2.5㎡以上／人（押入れ等の面積を除く） 

□床高 45㎝以上（木造の場合）    □床は畳敷き（寝台の場合適用外） 

□寝具を収納する設備（寝台の場合適用外） 

□個人別の収納設備（施錠可能、必要な面積）  □冷暖房設備 

□窓は床面積 1/7以上に相当する有効採光面積  □防蚊の措置 

□照明は居住面積 4㎡につき約 10ｗ以上 

□窓にカーテン        □暗幕等の遮光設備（昼間睡眠の場合） 

  

食堂 

 

炊事場 

□十分な照明及び換気        □食器・炊事用器具の保管設備 

□昆虫・ねずみ等による害の防止   □食堂に食卓 

□食堂にいす（座食の場合適用外）  □冷暖房設備             

□炊事場床は洗浄等が便利な構造    

□炊事作業員への作業衣       □炊事作業員専用便所 

  

浴場 
□他の入浴施設利用         □浄水又は上がり湯 

□男女の区分け              
  

便所 

□寝室・食堂・炊事場から適当な距離 □男女の区分け 

□便房数は 15人以内ごとに1個以上（寄宿舎人数 100人以下の場合）等 

□汚物が土中に浸透しない構造    □流水による手洗い設備 

  

掃除用具 □電気掃除機、ほうき、ぞうきん等   

階段 

□1箇所以上（2階以上に 15人未満が居住） 

□2箇所以上（2階以上に 15人以上が居住） 

□踏面 21㎝以上    □蹴上 22㎝以下   □蹴込板・裏板（屋内） 

□幅 75㎝以上（屋内） □勾配 40度以内   □4ｍ以内毎に踊場 

□踊場長さ 1.2ｍ以上  □手すり高さ 75㎝以上 85㎝以下（側壁等可） 

□踏面から高さ 1.7ｍ以内に障害物なし    □避難設備・器具等 

  

休養室 □が床可能な休養室（寄宿舎人数常時 50人以上の場合）   

廊下 
□幅 1.2ｍ以上（片廊下） 

□中廊下（□幅 1.6ｍ以上 □耐火構造 □照度 10㏓以上 □換気設備） 
  

出入口 □廊下から屋外に通ずる戸は外開戸又は引戸   

警報設備 

消火設備 

□非常ベル、サイレン        □消火器、消火栓 

□設置場所の表示 
  

                      （R4.9.1） 


